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●
確
定
申
告
の
受
付

　

上
尾
税
務
署
で
は
所
得
税
の
確
定
申
告

（
税
金
を
納
付
す
る
）
の
受
付
を
２
月
16

日
㈭
か
ら
３
月
15
日
㈭
ま
で
実
施
し
ま
す
。

　

な
お
、
還
付
（
税
金
が
戻
る
）
の
申
告

は
、
確
定
申
告
期
間
終
了
の
３
月
16
日
㈮

以
降
も
受
け
付
け
ま
す
。

※
申
告
の
と
き
に
必
要
な
も
の
に
つ
い
て

は
広
報
１
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
公
的
年
金
受
給
者
の
確
定
申
告

　

平
成
23
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
公
的

年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計
額
が
400
万
円

以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
公
的
年
金
等
に
係

る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以

下
で
あ
る
場
合
に
は
所
得
税
の
確
定
申
告

書
の
提
出
が
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

●
上
尾
税
務
署
で
の
休
日
申
告
受
付

　

上
尾
税
務
署
で
は
、
臨
時
に
確
定
申
告

の
休
日
受
付
を
行
い
ま
す
。（
現
金
納
付

の
窓
口
業
務
は
行
い
ま
せ
ん
。）

　

な
お
、
当
日
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
願
い
ま
す
。

　

受
付
日
時
▼
２
月
19
日
㈰
・
26
日
㈰

　
　
　
　
　
　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

【
受
付
対
象
者
】
次
の
①
②
を
満
た
す
方

①
給
与
所
得
者
ま
た
は
年
金
所
得
者

②
確
定
申
告
書
Ａ
で
申
告
す
る
方

※
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
雑
損
控
除
の

申
告
を
さ
れ
る
方
、
事
業
所
得
、
農
業

所
得
、
不
動
産
所
得
、
土
地
や
株
式
等

の
譲
渡
所
得
な
ど
確
定
申
告
書
Ｂ
で
申

告
す
る
方
は
、桶
川
東
公
民
館
で
は
受

け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

●
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　

医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、

広
報
１
月
号
と
一
緒
に
お
配
り
し

た
「
上
尾
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら

せ
」
の
中
に
あ
る
『
医
療
費
の
明

細
書
』
に
記
入
し
、
医
療
を
受
け

た
人
ご
と
に
領
収
書
を
ま
と
め
て

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
未
記
入
の

場
合
は
、
申
告
会
場
で
『
医
療
費

の
明
細
書
』
に
記
入
し
て
い
た
だ

い
て
か
ら
、
申
告
受
付
に
並
ん
で

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

申
告
会
場
に
は
コ
ピ
ー
機
が
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
必
要
な
書
類
は

必
ず
コ
ピ
ー
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。

　

前
年
の
申
告
書
の
控
え
が
あ
る

方
は
、
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
申
告
の
ご
案
内

受付日 受　付　地　区

２　

月

16日㈭ 下日出谷・下日出谷西・北・朝日

17日㈮ 上日出谷・泉・南

20日㈪ 寿・若宮・川田谷・倉田

21日㈫ 西・神明・坂田・坂田東

22日㈬
東・末広・鴨川・加納・篠津・五
町台・舎人新田・赤堀・小針領家

会　　場 ▼桶川東公民館
受付時間 ▼午前９時～11時　午後１時～３時30分

◆国税庁ホームページ　www.nta.go.jp
◆電子申告（e-Tax）　www.e-tax.nta.go.jp
○詳しい説明は、税務署までお問い合わせください。

■上尾税務署
　〒362－8504
　上尾市大字西門前577番地
　緯770－1800（自動音声）
　※駐車場に限りがありますの
で、なるべく公共交通機関を
ご利用ください。

■受付日時
　２月16日㈭～３月15日㈭
　午前９時～午後５時
　税金が還付となる場合は、１
月４日㈬から受付しています。
■臨時受付日時
　２月19日㈰・26日㈰
　午前９時～午後５時
　なお、臨時受付以外の土・日
曜日および祝日は開設されてお
りません。

上尾県税事務所

上尾税務署

国
道
17
号

中
山
道

至
桶
川

至
桶
川

至
大
宮

埼
玉
県
食
品

流
通
セ
ン
タ
ー

至
さ
い
た
ま

久保西
交差点

久保
交差点

PAPA上尾
ショッピング
センター

上平小学校
バス停
「上尾税務署前」

「上平支所前」
　　　バス停

農協

芝川小学校

県道上尾久喜線

北
上
尾
駅

文

文

■公共交通機関など
・北上尾駅東口から徒歩約20分
・上尾駅東口から朝日バス（羽貫駅行または伊奈総
合高校行）に乗車し「上平支所前」下車徒歩３分
・上尾市内循環バスぐるっとくん（上平循環または
東西循環）に乗車し「上尾税務署前」下車
・北上尾駅東口からけんちゃんバス（伊奈総合学園
行）に乗車し「上尾税務署前」下車

パソコンで確定申告書
を作成する「確定申告
書等作成コーナー」の
アドレスはこちらです。

　
税
務
署
で
は
、
ご
自
宅
で
確
定
申
告
書
が
作
成
で
き
る
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

の
ご
利
用
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
電
子
証
明
書
な
ど
を
準
備
し
て
い
た
だ
く
と
、
ご
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら

ｅ
―

Ｔａ
ｘ
で
確
定
申
告
書
な
ど
の
提
出
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
市
で
の
所
得
税
申
告
の
臨
時
受
付

●
所
得
税
の
確
定
申
告
会
場

市
県
民
税
の
申
告
の
ご
案
内

●
申
告
が
必
要
な
方

　

平
成
24
年
１
月
１
日
現
在
、
桶
川
市
内

に
住
所
を
有
し
、
次
の
①
～
③
の
ど
れ
に

も
当
て
は
ま
ら
な
い
方
は
、
市
県
民
税
の

申
告
が
必
要
で
す
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
（
還
付
申
告
を
含

む
）
を
す
る
方

②
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方
や
厚
生
労
働

大
臣
な
ど
か
ら
市
役
所
に
公
的
年
金
等

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方
で
、

他
に
所
得
の
な
い
方
（
源
泉
徴
収
票
に

記
入
さ
れ
て
い
な
い
各
種
控
除
を
受
け

る
場
合
は
申
告
が
必
要
で
す
。）

③
市
内
に
住
む
家
族
・
親
族
の
税
金
上
の

扶
養
に
な
っ
て
い
る
方

●
申
告
に
必
要
な
も
の

①
市
県
民
税
申
告
書

②
印
鑑

③
収
入
金
額
や
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
源

泉
徴
収
票
、
給
与
明
細
、
収
支
内
訳
書
な
ど
）

④
各
種
控
除
を
証
明
で
き
る
も
の
（
平
成

23
年
中
に
支
払
っ
た
領
収
書
や
証
明
書
な
ど
）

（
例
）
国
民
健
康
保
険
税
、
国
民
年
金
保

険
料
、
介
護
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
地

※
申
告
は
、
な
る
べ
く
指
定
さ
れ
た
受
付

日
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
指
定
さ
れ
た
受
付
日
に
申
告
に
来
ら
れ

な
い
と
き
は
、
３
月
５
日
㈪
～
15
日
㈭

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
の
間
、
市
役
所

　
市
県
民
税
の
申
告
内
容
は
、
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
や
国
民
健
康
保
険
税
な

ど
の
基
礎
資
料
に
な
り
ま
す
。（
申
告
が
な
い
と
証
明
書
が
発
行
で
き
な
い
場
合
や
、

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

税
務
課
で
受
け
付
け
ま
す
。

●
郵
送
で
の
申
告

　

無
収
入
の
申
告
、
年
末
調
整
済
の
源
泉

徴
収
票
を
添
付
す
る
だ
け
で
申
告
が
完
了

す
る
方
は
、
申
告
書
に
住
所
・
氏
名
等
の

必
要
事
項
を
記
入
し
、
市
役
所
へ
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】

　

平
成
11
年
～
18
年
ま
た
は
平
成
21
年
～

25
年
の
入
居
者
で
所
得
税
の
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）
の
適

用
を
受
け
て
い
る
方

【
控
除
額
】

　

所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が
あ
る
場
合
、
所
得
税

に
お
け
る
税
額
控
除
額
と
同
額
（
最
高
９

万
７
，
５
０
０
円
）
を
限
度
に
市
県
民
税

か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

【
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
…
】

　

市
町
村
へ
の
申
告
は
不
要
で
す
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
書
や
給
与
支
払
報

告
書
（
源
泉
徴
収
票
）
が
提
出
さ
れ
る
場

合
は
、
そ
の
記
載
内
容
に
基
づ
い
て
市
県

民
税
で
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が
計
算
さ

れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
税
務
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ

送付先
〒
363
―
８
５
０
１

桶
川
市
泉
１
―
３
―
28

桶
川
市
役
所 

税
務
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ

　東日本大震災により住宅や家財などに損害を
受けられた方は、確定申告などをすることによ
り所得税や市県民税の軽減を受けることができ
る場合があります。
【雑損控除とは】
　雑損控除とは、震災などの災害や火災や盗難
などによって住宅や家財などに損害を受けた場
合に受けられる所得控除です。
【対象となる資産】
①納税者本人の資産、もしくは納税者と生計を
一にする総所得金額などが38万円以下の配偶
者や親族の資産。

②日常生活に必要な住宅、家具、設備など。
　これらの修復・修繕費も対象となります。
【雑損控除額として控除できる金額】
　次のⒶ・Ⓑのうちいずれか多い金額
Ⓐ＝損失額－保険金で補填される金額－所得金
額の10％
Ⓑ＝災害関連支出（災害により滅失した住宅・家
財の除去費用等）－5万円
　詳しくは 詩上尾税務署緯770－1800

東日本大震災により
屋根瓦などに損害を受けられた方へ

震
保
険
料
な
ど
。
医
療
費
控
除
を
申
告
す

る
方
は
領
収
書
と
そ
の
内
容
を
記
入
し
た

『
医
療
費
の
明
細
書
』。
障
害
者
控
除
を
申

告
す
る
方
は
障
害
者
手
帳
や
認
定
書
な
ど
。

所
得
税
か
ら
引
き
き
れ
な
か
っ
た

　
　住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
に
つ
い
て

申告により雑損控除が受けられます

受付日 受付会場 受　付　地　区

２　

月

23日㈭
桶川東
公民館

末広・若宮・寿・加納

24日㈮ 坂田・坂田東・舎人新田・赤堀・
小針領家・五町台・篠津・神明

27日㈪ 倉田・朝日・北・南・東・西

29日㈬ 市役所
分庁舎

上日出谷・鴨川

３
月

１日㈭ 下日出谷・下日出谷西・泉

２日㈮ 農業
センター 川田谷

受付時間 ▼午前９時～11時30分　午後１時～３時30分
※所得税の申告受付は行っておりません。

●
市
県
民
税
申
告
会
場
で
の
申
告
受
付


